
To the President of Hiroshima University

〒 －

◆Bank Account（Other than Yuucho Bank）

□ Bank □ Shoko Chukin Bank □ Japan Agricultural

□ Shinkin Bank□ Norinchukin Bank    Cooperatives

□ Credit Union□ Labour Bank □ Fisheries Cooperative  

   Association

□ Central Bran□ Small  Branch

□ Branch Office

   □Ordinary Account（０１）　　　□Checking Account（０２）

（Right-aligned number）

◆Bank Account（Yuucho Bank）

－

□ New Application □ Deletion
□ Change of Bank Accoun□ Others
□Change of Family Name

（Old Family Name）

For allowances (travel, reward) etc. other than salary paid by Hiroshima University ,

□　I apply to use the above-mentioned account which I receive a salary to receive allowances, etc.

□ Necessary

□

□　I will apply to use another account with another request form.

※

(Note） １．Please write the account registered your name.  

２．Please check the appropriate boxes.

If you request money transfer to the account other than above-mentioned account which you receive your salary,
please submit a second "Salary Transfer（Application・Account Information Change）Form　and　Money Transfer
Request Form（New・Change）".

３．Please write your name or the name of the account holder in Katakana in the box right next to "Name in
Katakana" and "Name of Account Holder in Katakana".

※
Private information on this form will only be used for the necessary procedures of salary transfer, etc. and
will not be offered to a third party or publicly released.

Reason for
application

Memo
（ ）

E-mail notification
for receiving money

E-mail
Address

※If you check "Necessary", please write your E-mail address here.
 We can't send e-mail notifications to a cell-phone address.

Account Number
記 号 (KIGOU)

番 号 (BANGOU)
（ Right-aligned number ）

Name of Account
Holder in Katakana
Name of Account

Holder

Not
Necessary

Name of Account
Holder in Katakana
Name of Account

Holder

Name of Bank Yuucho Bank Deposit Account Types

Yuubin Account
Transfer

 （Checking

Name of Branch Office

Bank Code
※Please refer to your bank book in order to fill out the bank
code.

Deposit Account Type

Account Number

Address

Telephone Number

I submit the following information/change. 

See Below

Name of Bank

※Please correctly fill in the box with your employee
number（Your employee number will be changed if your
employment status is changed）.（Hiroshima University ＩＤ)

Name in Katakana
印

Name

Employee Number

別記様式（第４関係）Appended Form (The 4th Relation)

Salary Transfer （ Application ・ Account Information Change ）Form　and　Money Transfer Request Form （ New ・ Change ）

Department Hiroshima University　○○○○○ Title

（Full-time employee）Lecturer・Chief・Group staff・・・・・etc.             
（Contract employee）General contract employee・Physician in medical department ・

Stamp your seal here. 

Please write a date you submit this form. 

Please check the appropriate box. 

Please write your 
employee number. 

Please check the 
appropriate box. 

Please check the appropriate box. 

Please check the appropriate box. 

Please check the appropriate box. 

Please check the appropriate box. 





















令和３年７⽉ 20 ⽇
教職員の皆様へ

広島⼤学⻑ 越智 光夫

「広島⼤学基⾦」への⽀援及び「広島⼤学校友会」への⼊会のお願い

皆様におかれましては、益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
このたび、昭和５０年から私費外国⼈留学⽣を⽀援してきた「広島⼤学外国⼈留学⽣を援

助する会」を広島⼤学基⾦に組み⼊れ、新たに「外国⼈留学⽣⽀援基⾦」を設置することと
しました。今後は、広島⼤学基⾦の⼀部として広く募⾦活動を⾏い、外国⼈留学⽣援助の拡
充を⽬指します。また、寄附者は、⼤学への寄附として所得税法上の優遇措置を受けること
ができるほか、教職員であれば給与控除による寄附が可能です。

つきましては、給与控除による基⾦への寄附⼿続きを改めてご案内しますとともに、「外
国⼈留学⽣⽀援基⾦」への⽀援もご検討いただきますようお願いします。

併せて、「広島⼤学校友会」への⼊会もご案内します。校友会の終⾝会費は、教職員であ
れば給与控除による⽀払いが可能です。未だ、⼊会されていない⽅は、この機会にぜひご検
討いただきますよう重ねてお願い申し上げます。

１．「広島⼤学基⾦」への寄附について 
広島⼤学基⾦は、皆様からのご厚志を本学独⾃奨学⾦、短期海外研修、⼤学院⽣の海外

発表への⽀援、外国⼈留学⽣への⽀援などに活⽤しておりますので、ぜひご協⼒ください。 
給与控除による申込みは、別紙申出書により「毎⽉⼀⼝ 500 円から」可能です。
また、随時の寄附も以下の URL から受け付けています。

URL： https://www.hiroshima-u.ac.jp/yakudou

２．「広島⼤学校友会」への⼊会について 
校友会は、学⽣⽀援事業を更に充実させると共に、学部、研究科、同窓会の枠を超えた

在学⽣、卒業⽣、教職員によるコミュニティー形成を⽬的としています。令和６年度の広
島⼤学創⽴７５周年事業に向けて、オール広島⼤学のネットワーク拡充を⽬指していま
すので、未⼊会の⽅はぜひ⼊会ください。

校友会の終⾝会費２万円は、給与控除により⽀払い可能です。別紙申出書により「⼀括」
または「毎⽉ 500 円で 40 回」いずれかの⽀払い⽅法を選択ください。

広島⼤学では、教職員⼀丸となって未来社会に貢献できる⼈材の育成に取り組みたいと
思います。格別のご理解とご⽀援をいただきますようお願いします。



 
 
■校友会の会費及び基⾦への寄附⾦の納付⽅法について 
 

校友会の会費及び基⾦への寄附⾦は、別紙の「⼊会・寄附申出書、賃⾦控除に関する同
意・委任書、個⼈情報提供に関する同意書」（以下「⼊会・寄附申出書等」）を提出するこ
とにより、給与から差し引くことができます。 
 

① 給与からの控除データ作成等のための期間が必要になりますので、「⼊会・寄附申
出書等」は，⼊会⼜は寄附開始の前⽉２５⽇までに基⾦室または部局等の担当部署
（各部局等⽀援室、 病院総務グループ⼜は各理事室等総務担当）へご提出願います。 

 
② 基⾦室または部局等の担当部署への提出が上記期⽇を過ぎた場合（２６⽇〜⽉末） 

は，提出⽉の翌々⽉から⼊会⼜は寄附開始することになりますので、「⼊会・寄附申
出書等」の記載内容をご確認願います。 
「⼊会・寄附申出書等」に係るお問合せにつきましては、下記にお願いいたします。 

 
 

【提出・お問合せ先】 
 ■「広島⼤学基⾦」に関すること 

  広島⼤学基⾦室   内線：（東広島）５０１８，５１９９ 
              E-mail: soumu-koyu@office.hiroshima-u.ac.jp 

（ウェブサイト）https://www.hiroshima-u.ac.jp/yakudou 
 

■「広島⼤学校友会」に関すること 
広島⼤学校友会事務局（広島⼤学基⾦室内） 

 内線：（東広島）４４０３，６０１５ 
 E-mail: soumu-koyu@office.hiroshima-u.ac.jp 

（ウェブサイト）https://www.hiroshima-u.ac.jp/koyukai/ 
 



 

入会・寄附申出書，賃金控除に関する同意・委任書，個人情報提供に関する同意書 
 

入会・寄附申出書 

広島大学長 

広島大学校友会会長 越智 光夫  殿 

 

私は，以下にチェックした事項について申し出ます。 

 
① 広島大学基金への寄附 

□ （新規）令和  年  月から毎月，一口５００円×  口の寄附を開始する。 

□ （変更）令和  年  月から毎月，一口５００円×  口の寄附に変更する。 

□ 基金への寄附のうち     口を「修学支援事業基金」への寄附とする。 

□ 基金への寄附のうち     口を「外国人留学生支援基金」への寄附とする。 

□ 寄附金情報のホームページ公開について承諾する。 

□ 確定申告用の領収書発行を希望する。 

 
② 広島大学校友会への入会（終身会員の会費：２万円） 

□ 既に入会している。 

□ 令和  年  月から入会する。（毎月５００円×４０回） 

□ 令和  年  月から入会する。（一括：２万円） 

 

※ 該当事項にチェック（レ印）し，下線部に必要事項を記入してください。 

賃金控除に関する同意・委任書 

広島大学長 越智 光夫 殿 

 

私は，上記で入会又は寄附を申し出た事項の会費又は寄附金について，私に支給される当該月分の

給与から，毎月控除されることに同意するとともに，控除された会費又は寄附金について，広島大学

から会又は基金へ支払われることを委任します。 

 

個人情報提供に関する同意書 

広島大学長 越智 光夫 殿 

 

私は，広島大学の人事・給与情報として届け出ている私の職員番号，氏名，所属，職名，現住所， 

郵便番号及び雇用期間のデータが，賃金控除に同意した広島大学校友会に提供され，又は広島大学基

金に関する事務担当に提供されることに同意します。 

 

 

 
令和 年 月 日 

 

職員番号  
 

 

ふりがな 

所 属  氏 名(自署)  
 

※上記に記載された個人情報及び広島大学から提供されたデータは，広島大学校友会又は広島大学基金において行われ
る入会又は寄附手続，会員情報の管理及び会報等の送付のために使用するものであり，それ以外の目的で使用又は提
供することはありません。 



入会・寄附申出書，賃金控除に関する同意・委任書，個人情報提供に関する同意書 
 

入会・寄附申出書 

広島大学長 

広島大学校友会会長 越智 光夫  殿 

 

私は，以下にチェックした事項について申し出ます。 

 
① 広島大学基金への寄附 

□ （新規）令和 ３ 年 ９ 月から毎月，一口５００円×  ３ 口の寄附を開始する。 

□ （変更）令和  年  月から毎月，一口５００円×  口の寄附に変更する。 

□ 基金への寄附のうち  １  口を「修学支援事業基金」への寄附とする。 

□ 基金への寄附のうち  １  口を「外国人留学生支援基金」への寄附とする。 

□ 寄附金情報のホームページ公開について承諾する。 

□ 確定申告用の領収書発行を希望する。 

 
② 広島大学校友会への入会（終身会員の会費：２万円） 

□ 既に入会している。 

□ 令和 ３ 年 ９ 月から入会する。（毎月５００円×４０回） 

□ 令和  年  月から入会する。（一括：２万円） 

 

※ 該当事項にチェック（レ印）し，下線部に必要事項を記入してください。 

賃金控除に関する同意・委任書 

広島大学長 越智 光夫 殿 

 

私は，上記で入会又は寄附を申し出た事項の会費又は寄附金について，私に支給される当該月分の

給与から，毎月控除されることに同意するとともに，控除された会費又は寄附金について，広島大学

から会又は基金へ支払われることを委任します。 

 

個人情報提供に関する同意書 

広島大学長 越智 光夫 殿 

 

私は，広島大学の人事・給与情報として届け出ている私の職員番号，氏名，所属，職名，現住所， 

郵便番号及び雇用期間のデータが，賃金控除に同意した広島大学校友会に提供され，又は広島大学基

金に関する事務担当に提供されることに同意します。 

 

 

 
令和 ３年 ８月 ２０日 

 

職員番号  ○○○○○○○  
 

 

ふりがな 

所 属   ○○○○  氏 名(自署)  ○ ○ ○ ○   
 

※上記に記載された個人情報及び広島大学から提供されたデータは，広島大学校友会又は広島大学基金において行われ
る入会又は寄附手続，会員情報の管理及び会報等の送付のために使用するものであり，それ以外の目的で使用又は提
供 す る こ と は あ り ま せ ん 。

✔ 

✔ 

✔ 

✔ 

✔ 

✔ 

記載例 

控除希望月の前月２５日までに

お申し出ください。 

寄附口数のうち、修学支援または留

学生支援を希望する口数を、内数で

指定ください。（指定がない口数は

使途一任とします） 

「外国人留学生支援基金」は令和３年９月

から給与控除が可能です。 

所得税法上の

優遇措置を手

続きする際は

領収書が必要

です。 

申出書は、各理事室・各部局等の総務担当部署、または基金室へご提出ください。 



教職員各位 

障がいがある方の在職状況の確認について（依頼） 

 

                               広島大学障がい者雇用推進室  

 （財務・総務室人事グループ） 

 

近年，共生社会の進展に伴い，障がいがある方の就業意欲が高まる中，障がいがある方の就業機会の

拡大による職業的自立を図ることが求められており，本学でも，障がいがある方とない方がお互いに区

別されることのない共生社会の実現に向け，さまざまな取り組みを進めております。 

また，「障害者の雇用の促進等に関する法律」により，すべての事業主は，障がい者雇用率を達成，

維持するよう法律上の義務が課せられており，民間企業は労働者の 2.0%，国・地方公共団体・大学等

の公的機関は 2.3%の障がい者雇用率を達成することや，毎年 1 回雇用状況について報告することが義

務づけられています。 

つきましては，障がいがある方の在職状況を把握させていただきたいため，下記による申出について

ご理解の上，ご協力くださいますようお願いいたします。 

 なお，この確認は，厚生労働省作成のガイドラインに基づいて，全職員にお渡ししておりますことを

申し添えます。 

記 

【申出の対象者】 

  ・ 身体障害者福祉法に規定する身体障害者手帳保持者 

  ・ 児童相談所，知的障害者更生相談所，精神保健福祉センター，精神保健指定医又は障害者職業

センターにより知的障害者と判定された者 

  ・ 精神障害者保健福祉手帳保持者 

【申出の方法】 

  ・ 以下「申出書」にご記入の上，採用日から 30 日以内に障がい者雇用推進室（財務・総務室人

事グループ（職員人事担当））宛に学内便又はメール（jinji-soumu@office.hiroshima-u.ac.jp） 

で申出願います。 

【利用目的及び情報の管理等】 

  ・ 申出のあった情報は障がい者雇用状況報告のみに毎年度利用し，厳重に保護・管理します。 

なお，この報告は数値のみの報告であり，個人が特定されるものではありません。 

  ・ 申出又は申出されないことにより，不利益な取扱いがされることはありません。 

 

   

 

 

 

切り取り線 

申出書 

 所属（                ） 

                       職名（                ） 

氏名（                ） 

障がいの種類 障がいの程度 

 身体 ・ 知的 ・ 精神       級 

【担当】財務・総務室人事グループ（職員人事担当） TEL：（東広島）6026 

    e-mail：jinji-soumu@office.hiroshima-u.ac.jp 





適切な経費の執行について

大学の経費は，教育・研究等の大学の活動のために使用するものであ
り，税金等を原資として広島大学の教育・研究・診療等の活動のために
負託された貴重な財源です。

これら経費を使用するにあたっては，経済性や説明責任の観点から
ルールが定められており，これを遵守する必要があります。

よって，経費の趣旨と無関係な目的で使用したり，ルールを逸脱した使
用方法については，不適切な使用となります。

広島大学では，適切な経費の執行のため，経費を執行する際は，必ず
システム入力をすることとしています。また，経費執行後には，確認作業
を行うこととしています。

「物を買う」，「出張に行く」，「謝金を払う」場合は，原則として事前にシ
ステム入力をしていただくとともに，確認作業に必要な各種手続きについ
て，ご協力をお願いします。

教員等個人宛の助成金・寄附金を学外から受け入れる場合，必ず大
学への寄附手続きを行った上で，大学として管理するようにしてください。
個人的に経理してはいけません。

不適切な使用の具体例不適切な使用の具体例不適切な使用の具体例不適切な使用の具体例

・実際には出張していないのに，架空の出張報告を行い，旅費を
請求する。

・研究室の学生の名義で，架空の作業報告を行い，学生が受け
取った謝金を研究室のものにする。

・業者に架空の請求書を作成させ，別の物を購入する。

不明な点がありましたら，所属部局等の事務担当者に確認してください。

財務・総務室財務企画G



The Appropriate Use of Research Budgets and Subsidies

Money provided by Hiroshima University or other institutions/companies 

must be used for educational and research activities. It is precious money 

coming from taxes or organizations to promote high-quality research 

activities and educational and medical services. There are rules and 

regulations we need to follow from the viewpoints of efficiency and 

accountability when we use the budget. Therefore, if it is used for other 

purposes or in any irregular ways, it is considered illegal.

All staff members of Hiroshima University are expected to use the school 

on-line system when they use any budget, and also to confirm the typed 

information by themselves. Please type in all the necessary information 

when you buy things, go on business trips, and pay honoraria.

When you receive outside subsidies or donations as an individual, you 

need to report it to the university and use its on-line accounting system. 

You are not allowed to use your own accounting system.

Below are some examples of inappropriate use:

・ Claiming business trip expenses which are actually not incurred;

・ Claiming TA/RA money under the names of students and using 

it for the department;

・ Using traders/dealers to write bogus invoices or to make bogus 

purchases.

If there is anything you would like to ask about the use of research money 

and subsidies, please feel free to ask the support staff of your department 

for further information.

Financial Planning G



職員各位 
                         

広島大学長  
 

個人情報の管理徹底について 
 

個人情報等の情報資産の管理・運用等に当たっては，「広島大学個人情報の取扱い

に関する規則」，「広島大学情報セキュリティポリシー」等を定め，その徹底につい

て周知してきているところです。 
個人情報の漏えいは，本学の信用を失墜するだけでなく，情報を漏えいされた個人

に，多大な迷惑を掛けることとなります。 
 また，個人情報が漏えいしたときは，職員個人の責任が問われ，就業規則に基づき，

懲戒等の対象となります。 
 ついては，個人情報の管理について一層の徹底に努めるよう，特に以下の点につい 
てご留意願います。 
 
○ 重要な個人情報を含む書類等は，施錠がなされている部屋，又は金庫等で保管し，

紛失や盗難に遭うことがないよう，細心の注意を払うこと。 

 

○ 個人情報は，原則として学外へ持ち出さないこと。 

職務のため，やむを得ず持ち出す場合は， 

① 持ち出す情報を必要最小限にとどめる。 

② 紛失や盗難に遭うことがないよう，細心の注意を払う。 

③ パソコンには，パスワードによるアクセス制御など管理対策を行う。   

④ ＵＳＢメモリは，暗号化を行った上で使用する。 

⑤ 持ち出したデータは，利用後，必ず削除する。不要となったデータを蓄積しない。 

⑥ 学内で持ち運ぶときも，学外へ持ち出すときと同様に取り扱う。 
 
＜参考＞ 
 

平成 24～25 年度に発生した本学における個人情報漏えい事案 

平成 24 年 4 月 患者等の個人情報を保存した USB メモリの紛失  315 人分 

平成 24 年 4 月 学生の成績等を保存したノートパソコンの盗難 1,005 人分 

平成 24 年 11 月
学生の指導所見や教員選考結果等を保存した

USB メモリの紛失 
 203 人分 

平成 25 年 3 月 患者等の個人情報を保存した USB メモリの紛失  265 人分 

平成 25 年 11 月 入学志願票等（写し）の紛失   9 人分 

平成 25 年 12 月 学生の成績等を保存したノートパソコンの盗難  231 人分 

 
本学におきましては，平成 24 年度，25 年度と個人情報の不適切な管理事例が複数

発生し，そのことにより，国立大学法人評価委員会による平成 24 年度，25 年度の業

務実績評価の「その他業務運営に関する重要目標」において【中期計画達成のために

はやや遅れている】（Ⅱ）との評価を受けました。この評価は，第三期中期目標・中

期計画の実施にかかわる運営費交付金に反映されることとなります。 
 

担当：広島大学財務・総務室総務グループ   
TEL ０８２－４２４－５０１４ 
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